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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第85期

第２四半期
連結累計期間

第86期
第２四半期
連結累計期間

第85期

会計期間

自2017年
４月１日
至2017年
９月30日

自2018年
４月１日
至2018年
９月30日

自2017年
４月１日
至2018年
３月31日

売上高 (百万円) 410,143 423,345 858,317

経常利益 （百万円） 30,046 28,972 66,717

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
(百万円) 24,856 17,411 47,390

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 34,341 22,758 62,776

純資産 (百万円) 391,260 433,139 415,872

総資産 (百万円) 665,687 693,354 669,874

１株当たり四半期（当期）

純利益
(円) 126.88 88.88 241.91

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益
(円) 126.84 88.84 241.82

自己資本比率 (％) 42.2 45.4 45.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 17,004 36,370 70,387

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △31,921 △41,807 △66,722

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 9,799 515 △2,957

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) 115,632 115,938 120,778

 

回次
第85期

第２四半期
連結会計期間

第86期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自2017年
７月１日
至2017年
９月30日

自2018年
７月１日
至2018年
９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 94.58 69.22

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標

等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

①財政状態の状況

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比べ234億円増加の6,933億円、自己資本は

138億円増加の3,150億円となり、自己資本比率は45.4％となりました。

　流動資産は、受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末と比べ160億円増加の4,163億

円となりました。

　固定資産は、機械装置及び運搬具、建物及び構築物、無形固定資産の増加と建設仮勘定の減少等により、前連結

会計年度末と比べ74億円増加の2,769億円となりました。

　流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ53億円増加の2,029億

円となりました。

　固定負債は、長期借入金の増加と繰延税金負債、退職給付に係る負債の減少等により、前連結会計年度末と比べ

８億円増加の572億円となりました。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及適用後の前連結会計年度末の数値で比較を行って

います。

 

②経営成績の状況

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では良好な雇用環境や所得税減税を背景に個人消費及び企

業活動ともに好調に推移し、欧州でも緩やかな経済成長が続きました。日本経済も、好調な世界経済を背景に輸出

と設備投資を中心に回復基調が持続しました。一方、中国では成長の鈍化傾向が続いており、貿易摩擦の激化が今

後の世界経済の先行きに対する懸念材料となっています。

　当第２四半期連結累計期間における経営成績の概況については、以下のとおりです。なお、下記に示す売上高は

外部顧客に対する売上高であり、報告セグメント間売上高（例：電子部品事業から車載情報機器事業向けの売上

（製品の供給）や、物流事業における電子部品事業及び車載情報機器事業向けの売上（物流サービスの提供））

は、内部取引売上高として消去しています。

 

セグメントの状況

＜電子部品事業＞

　エレクトロニクス業界においては、自動車向け市場でCASE（Connected、Autonomous、Shared & Services、

Electric）への開発活動が具体化し、AI搭載の動きや自動運転でのルールの整備なども進みつつあります。モバイ

ル市場のスマートフォンでは、高機能化された新製品が投入され、対応部品へのニーズも引き続き高い水準となる

ことが期待されています。IoT（Internet of Things）市場は、さまざまな分野での活用ニーズが増してきまし

た。

　この中で電子部品事業において、車載市場では操作入力用モジュール製品や通信用高周波製品等が全般にわたり

堅調に推移しました。民生その他市場では、スマートフォン向け各種製品が一部市場の減少傾向を受け、前年同期

比で減少しました。また、為替も想定より円安傾向で推移して業績は期初予想値を上回ったものの、前年同期比で

は売上高及び営業利益ともに減少する結果となりました。

 

[車載市場]

　電子部品事業における車載市場では、電子シフターやドアモジュール等のモジュール製品、Bluetooth®、W-

LAN、LTE等の通信用高周波製品が全般にわたって堅調に推移しました。また、二輪車の安全開発に取り組むNPOに

加入。CASE領域での新規ビジネスの獲得にも取り組んでいます。

　当第２四半期連結累計期間における当市場の売上高は1,396億円（前年同期比3.5％増）となりました。

 

[民生その他市場]

　電子部品事業における民生その他市場では、モバイル市場において、カメラ用アクチュエータは高機能製品の拡

大により堅調に推移したものの、スマートフォン市場の減少傾向を受けタッチパネルなど一部のコンポーネント製

品が軟調となりました。EHII（Energy、Healthcare、Industry、IoT）では、IoTで国際物流企業とのコラボレー

ションをはじめ、建設、医療などの分野での採用も進んでいます。
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　当第２四半期連結累計期間における当市場の売上高は1,015億円（前年同期比12.0％減）となりました。

 

 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の電子部品事業の売上高は2,411億円（前年同期比3.7％減）、営業利益

は198億円（前年同期比20.1％減）となりました。

 

＜車載情報機器事業＞

　自動車業界は、CASEの領域において、インターネットへの常時接続機能の搭載、自動運転、自動車シェアリング

サービス、ハイブリッド車や電気自動車の電動化等、他の業界に類を見ないほどの大きな変化が生じています。自

動車の電子化が加速する中、カーエレクトロニクス業界ではインフォテインメントシステムを核とした車載情報分

野と、自動運転やAI(人工知能)など新分野との連携が拡大し、業種・業態を超えた企業間競争が激化しています。

　このような中、車載情報機器事業（アルパイン(株)・東証一部）では、自動車産業の新たなトレンドであるCASE

に対応するため、当社との経営統合を計画しています。経営統合により、当社が有するセンシングデバイスや通信

デバイス技術とアルパイン(株)のソフトウェア技術を融合し、ドライバーや同乗者に感動の移動空間と時間を提供

する HMI（Human Machine Interface）の開発強化を図ります。

　更に、電気自動車や自動車シェアリングサービスの市場規模拡大が期待される中国自動車市場へのアプローチを

強化するため、持分法適用関連会社であるNeusoft Reach Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd.の増資を

行うなど、車載情報システムのトータルソリューション企業を目指し、成長に向けた取り組みを推進しました。

　当第２四半期連結累計期間の業績は、前期に引き続き、欧州高級自動車メーカー向けナビゲーションの売上が好

調に推移したことに加え、生産コストの削減や効率化を推進したことから、売上高、営業利益ともに前年同期比で

上回りました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の車載情報機器事業の売上高は1,434億円（前年同期比17.3％増）、営

業利益は76億円（前年同期比102.0％増）となりました。

 

＜物流事業＞

　物流事業の主要顧客である電子部品業界において、スマートフォンの高機能化、自動車の電子化、産業機器の生

産拡大、IoTの進展などに支えられ、昨年ほどの過熱感はないものの電子部品、半導体の需要は底堅く推移しまし

た。

　このような需要動向のもと、物流事業（(株)アルプス物流・東証二部）では、昨年に引き続きグローバルに拠

点・倉庫・ネットワークの拡充を続け、国内・海外一体となった提案営業を推進し、取扱貨物量の拡大を図りまし

た。国内では埼玉県加須市に本年５月に大型の新倉庫を竣工し、羽生営業所の業務を統合し営業を開始しました。

国内輸送ネットワークの要として、そして質の高い保管環境を実現した倉庫として、顧客によりよいサービスを提

供していきます。海外においても、事業基盤強化に向けて拠点の拡充を進めました。中国華東地区では需要増に伴

う太倉の倉庫拡張、アセアンでは保管ビジネス拡大のためのシンガポール倉庫の移転拡張、インドとベトナムの事

業拡大に伴う整備を行いました。また、電子部品・自動車関連部品の取扱貨物増加が見込まれるタイにおいては、

本年８月に倉庫建設に着工。欧州でもドイツの倉庫拡張を行いました。

　当第２四半期連結累計期間の業績は、国内外での拡販により当社グループ外の一般顧客向けに売上高を伸ばすこ

とができました。一方、利益面では、生産性向上に取り組んでいますが、新規拠点の立上げ費用や航空運賃の高止

まりなど、コスト増により減益となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の物流事業の売上高は328億円（前年同期比3.8％増）、営業利益は20億

円（前年同期比13.3％減）となりました。

 

　以上により、上記の３事業セグメントにその他を加えた当第２四半期連結累計期間の当社グループにおける連結

業績は、売上高4,233億円（前年同期比3.2％増）、営業利益301億円（前年同期比1.3％減）、経常利益289億円

（前年同期比3.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益174億円（前年同期比30.0％減）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ48億円減少し、当第２四半期連結

会計期間末の残高は、1,159億円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、363億円（前年同期は170億円の増加）となり

ました。この増加は、主に税金等調整前四半期純利益288億円、減価償却費213億円及び仕入債務の増加額113億円

による資金の増加と、売上債権の増加額79億円及び法人税等の支払額79億円による資金の減少によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、418億円（前年同期は319億円の減少）となり

ました。この減少は、主に有形及び無形固定資産の取得による支出354億円及び出資金の払込による支出33億円に

よる資金の減少によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、５億円（前年同期は97億円の増加）となりま

した。この増加は、主に長期借入れによる収入71億円による資金の増加と、配当金の支払額39億円及び非支配株主

への配当金の支払額12億円による資金の減少によるものです。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、154億円です。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①資金需要

　当第２四半期連結累計期間における当社グループは、運転資金をはじめ将来の事業基盤に向けた研究開発や、主

に電子部品事業は生産体制の強化を図るための工場の新設、物流事業は国内外における倉庫建設を中心とした拠

点・ネットワーク投資といった設備投資による資金需要が生じています。

 

②財務政策

　当社グループでは、事業活動の推進、支援を目的とし、現金及び現金同等物、営業活動からのキャッシュ・フ

ローのほか、銀行借入金によって資金調達を行っています。具体的には、運転資金を確実に確保するために、2018

年９月30日現在、短期資金調達のための７つの金融機関との400億円のコミットメントライン契約を維持していま

す。また、グループ内資金の効果的な活用のため、グループ各社を含めキャッシュプールシステムを運用していま

す。

 

３【経営上の重要な契約等】

(アルパイン株式会社による特別配当の実施が株式交換比率に与える影響についての検証結果について)

　当社及びアルパイン株式会社（以下「アルパイン」といい、当社とアルパインを総称して「両社」といいま

す。）は、2017年７月27日付「アルプス電気株式会社とアルパイン株式会社の経営統合に関するお知らせ（アルプ

ス電気株式会社とアルパイン株式会社の株式交換契約の締結（簡易株式交換）並びにアルプス電気株式会社の会社

分割による持株会社体制への移行及び商号変更その他の定款の一部変更）」においてお知らせいたしましたとお

り、2017年７月27日付の両社の取締役会の決議により、持株会社体制への移行を伴う経営統合（以下「本経営統

合」といいます。）を実施することをそれぞれ決定し、両社は、同日付の両社の取締役会の決議に基づき、当社を

株式交換完全親会社とし、アルパインを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）

に係る株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

　また、両社は、2018年２月27日付「アルプス電気株式会社とアルパイン株式会社の経営統合のスキーム変更及び

持株会社名の変更に関するお知らせ（アルプス電気株式会社とアルパイン株式会社の株式交換契約の一部変更（簡

易株式交換）並びにアルプス電気株式会社の会社分割の中止及び商号変更その他の定款の一部変更）」においてお

知らせいたしましたとおり、2018年２月27日付の両社の取締役会の決議により、本経営統合後の経営体制を純粋持

株会社体制から事業持株会社体制に変更した上で、カンパニー制を導入することを決定し、両社は、同日付の取締
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役会の決議に基づき、当該変更に伴って必要となる変更を行うための本株式交換契約の変更に関する覚書を締結い

たしました（注）。

 

（注）さらに、両社は、2018年７月27日付「ストック・オプションの発行等に伴うアルプス電気株式会社とアル

パイン株式会社の株式交換契約の一部変更（簡易株式交換）に関するお知らせ」においてお知らせいたし

ましたとおり、2018年７月27日付の両社の取締役会の決議に基づき、アルパインが、2018年７月23日に実

施したアルパインの取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・

オプションとしての新株予約権の発行に伴って必要となる変更等を行うための本株式交換契約の変更に関

する覚書を締結いたしました。

 

　当社は、2018年９月14日付で、アルパインより、本株式交換がアルパインの臨時株主総会（以下「本臨時株主総

会」といいます。）により承認を受けることを停止条件として、アルパインの株主に対して2018年10月15日を基準

日とする１株当たり100円の特別配当（以下「本特別配当」といいます。）を行いたい旨の申入れを受け、本株式交

換契約に基づき、アルパインとの間で本特別配当の実施について協議を行って参りました。

　当社は、本特別配当の実施により、アルパインの財務予測に変動が生じることから、本株式交換契約において両

社の間で合意された株式交換比率（以下「本株式交換比率」といいます。）について見直しが必要であるかについ

て検証（以下「本検証手続」といいます。）を実施いたしました。

　当社は、本検証手続の結果を踏まえ、2018年９月27日付の当社の取締役会の決議により、アルパインによる本特

別配当の実施に合意すること及び本株式交換比率の見直しを行わないことを決定し、アルパインとの間で、本特別

配当の実施を合意いたしました。

 

１．本検証手続の目的

　当社は、本特別配当の実施により、アルパインの財務予測に変動が生じることから、本株式交換比率を変更しな

いことが当社の株主の皆様の利益を損ねるおそれがあるため、本特別配当の実施を前提とした場合でも、本株式交

換比率により本株式交換を行うことが妥当であるかに関して検証を実施することといたしました。

 

２．本検証手続きの内容

（１）本検証手続の方法

　当社は、本検証手続に際し、当社及びアルパインから独立した第三者算定機関である野村證券株式会社（以下

「野村證券」といいます。）に対して、本特別配当の実施を前提に、本株式交換比率の再算定を依頼しました。

当社は、当該再算定に伴い、当社の財務予測の期間を2019年３月期から2021年３月期までに更新するとともに、

アルパインより、同様に更新した財務予測を入手した上で更新の内容を確認することに加え、当該財務予測に関

して同社に対する質疑応答を実施すること等によりその妥当性を検証いたしました。当社は、本特別配当の実施

を前提に、本株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、野村證券から2018年９月26日付で本株式交換に係

る株式交換比率算定書（詳細については、下記（２）「算定の内容」に記載のとおりです。）の提出を受けてお

ります。なお、当社は、本検証手続にあたり、野村證券から、本株式交換比率が当社にとって財務的見地から公

正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）は取得しておりません。

　また、当社は、当社の本経営統合の法務アドバイザーであり、当社及びアルパインからの独立性が認められる

森・濱田松本法律事務所から本検証手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を

受けております。

 

（２）算定の内容

　野村證券は、当社については、当社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株

価平均法を、また当社には比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能で

あることから類似会社比較法を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・

キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を、それぞれ採用し算定を行いました。

　アルパインについては、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均

法を、またアルパインには比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能で

あることから類似会社比較法を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を、それぞれ採用

し算定を行いました。

　なお、市場株価平均法については、①当社が野村證券から2017年７月26日付で受領した本株式交換に係る株式

交換比率算定書に掲載され、2017年７月27日付の当社の取締役会が決議に際して参照した、本株式交換の影響を

受けていないと考えられる、2017年７月25日を基準日（以下「基準日①」といいます。）として、株式会社東京

証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部における当社及びアルパインそれぞれの普通株

式の2017年１月26日から基準日①までの直近６ヶ月間の終値平均値、2017年４月26日から基準日①までの直近

３ヶ月間の終値平均値、2017年６月26日から基準日①までの直近１ヶ月間の終値平均値、2017年７月19日から基

準日①までの直近１週間の終値平均値及び基準日①の終値を基とする分析（以下「市場株価平均法①」といいま
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す。）、②本検証手続を踏まえた当社の取締役会決議直前の、2018年９月25日を基準日（以下「基準日②」とい

います。）として、東京証券取引所市場第一部における当社及びアルパインそれぞれの普通株式の2018年３月26

日から基準日②までの直近６ヶ月間の終値平均値、2018年６月26日から基準日②までの直近３ヶ月間の終値平均

値、2018年８月27日から基準日②までの直近１ヶ月間の終値平均値、2018年９月19日から基準日②までの直近１

週間の終値平均値及び基準日②の終値を基とする分析（以下「市場株価平均法②」といいます。）をそれぞれ行

いました。

　また、野村證券は、類似会社比較法及びＤＣＦ法において、本特別配当に伴う株主への現金流出価額を当社及

びアルパインそれぞれの株式価値に織り込んでおります。

　当社の１株あたりの株式価値を１とした場合のアルパインの評価レンジは、以下のとおりとなります。

 

採用手法 株式交換比率の算定結果

市場株価平均法① 0.51～0.54

市場株価平均法② 0.74～0.78

類似会社比較法 0.57～1.13

ＤＣＦ法 0.56～0.79

 

　野村證券は、上記株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用

し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び

完全性の検証を行っておりません。また、両社及びその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）につ

いて、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への

鑑定又は査定の依頼も行っておりません。野村證券の株式交換比率の算定は、算定基準日である2018年９月25日

現在までの情報（本特別配当を含みます。）及び経済条件を反映したものであり、また、両社の各々の財務予測

（利益計画その他の情報を含みます。）については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断

に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。

　野村證券がＤＣＦ法による算定の前提とした当社及びアルパインの利益計画には、大幅な増減益が見込まれて

いる事業年度はありません。なお、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。

　また、野村證券は、上記（１）「本検証手続の方法」に記載のとおり、本検証手続にあたり、当社に対して、

本株式交換比率が当社にとって財務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）は提出してお

りません。

 

（３）本検証手続の結果

　当社は、当社による両社の最新の財務予測に係る更新要因を含む内容の確認及び妥当性の検証、本特別配当の

目的、内容、条件、効果及びその協議内容、野村證券による算定の内容並びに森・濱田松本法律事務所からの助

言等を踏まえて慎重に協議・検討を行いました。

　その結果、上記（２）「算定の内容」に記載のとおり、本特別配当が実施された場合であっても、本株式交換

比率は類似会社比較法及びＤＣＦ法の評価レンジの範囲内であること、本特別配当の規模は、本株式交換比率を

決定した際に前提としていたアルパインの財務予測とその後の上方修正によって生じた差額を上回る規模ではな

く、本株式交換比率の妥当性に重大な影響を与えるものではないこと等から、当社は、本特別配当の実施を前提

とした場合でも、本株式交換比率は妥当であり、株主の皆様の利益を損ねるものではないとの判断に至ったた

め、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。その上で、本株式交換公表

後のアルパインの業績や2018年６月21日開催のアルパイン第52回定時株主総会における議決権行使結果、直近の

両社の市場株価の動向等を踏まえ、本特別配当の実施に合意することが本経営統合のスムーズな実現につなが

り、当社株主の皆様の利益につながるものと判断いたしました。

　これらの検討結果を踏まえ、当社は、2018年９月27日付の当社の取締役会の決議により、アルパインによる本

特別配当の実施に合意すること及び本株式交換比率の見直しを行わないことを決定し、アルパインとの間で、本

特別配当の実施を合意いたしました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
（2018年９月30日）

提出日現在
発行数(株)

（2018年11月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 198,208,086 198,208,086
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 198,208,086 198,208,086 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　第５回新株予約権（第５回株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2018年６月22日

付与対象者の区分及び人数
社外取締役でない当社取締役（監査等委員である取締役を

除く。）12名

新株予約権の数(個) ※ 190（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株） ※

普通株式

19,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １株当たり１（注）２

新株予約権の行使期間 ※
自　2018年７月26日

至　2058年７月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） ※

発行価格　　2,945

資本組入額　1,473（注）３

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※
（注）５

　　　※　新株予約権の発行時（2018年７月25日）における内容を記載しています。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与

株式数」という。）は新株予約権１個当たり100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割

（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次

の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数について

は、これを切り捨てるものとする。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資

本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合

で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株

主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこ

とができる。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関しては次のとおりと

する。

　①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合

は、これを切り上げるものとする。

　②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりとする。

　①新株予約権者は、当社の監査等委員でない取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内（10日目が休日

に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

　②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しく

は分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、

当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第

４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予

約権を行使できるものとする。ただし、下記（注）５に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

　③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併に

つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分

割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効

力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において

残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す

る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい

て定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上

記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）３に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

⑧ 新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

当社は、以下のa)、b)、c)、d)又はe)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が

不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権

を無償で取得することができる。

a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

b) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
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c) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

d) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

e) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の

承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2018年７月１日～

2018年９月30日
― 198,208,086 ― 38,730 ― 53,830
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（５）【大株主の状況】

  2018年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 26,464 13.50

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 16,100 8.21

ＣＨＡＳＥ　ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　

ＢＡＮＫ　ＧＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　

ＡＣＣＯＵＮＴ　ＥＳＣＲＯＷ

５ＴＨ　ＦＬＯＯＲ，ＴＲＩＮＩＴＹ

ＴＯＷＥＲ　９，ＴＨＯＭＡＳ　ＭＯＲ

Ｅ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤＯＮ，Ｅ１

Ｗ　

１ＹＴ，ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

6,154 3.14

ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　

ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　

ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ

ＢＡＨＮＨＯＦＳＴＲＡＳＳＥ　４５，　

８００１　ＺＵＲＩＣＨ，　

ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ

5,818 2.97

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　

ＢＡＮＫ　３８５１５１

２５　ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ，　

ＣＡＮＡＲＹ　ＷＨＡＲＦ，　

ＬＯＮＤＯＮ，　Ｅ１４　５ＪＰ，　

ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

5,511 2.81

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 3,591 1.83

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,478 1.77

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号　

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟

3,124 1.59

ＥＵＲＯＣＬＥＡＲ　ＢＡＮＫ　

Ｓ．Ａ．／Ｎ．Ｖ．

１　ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ　ＤＵ　

ＲＯＩ　ＡＬＢＥＲＴ　ＩＩ，　

Ｂ－１２１０　ＢＲＵＳＳＥＬＳ，　

ＢＥＬＧＩＵＭ

3,028 1.54

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　

ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　

ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４

１７７６　ＨＥＲＩＴＡＧＥ　

ＤＲＩＶＥ，　ＮＯＲＴＨ　

ＱＵＩＮＣＹ，　ＭＡ　０２１７１，

Ｕ．Ｓ．Ａ．

2,994 1.52

計 ― 76,266 38.92

（注）公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、以下のとおり株式を保有している旨が記載されているもの

の、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に

は含めていません。なお、大量保有報告書の内容は次頁のとおりです。
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氏名又は名称 住所
提出日

（報告義務発生日）
保有株券等の
数（千株）

株券等
保有割合
（％）

三井住友信託銀行株式会社

共同保有社数３社
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号

2018年10月４日

（2018年９月28日）
株式　14,269 7.28

エリオット・

インターナショナル・エルピー

共同保有社数３社

ケイマン諸島、ジョージ・タウン、

サウス・チャーチ・ストリート、

ウグランド・ハウス、私書箱309、

メープルズ・アンド・カルダー気付

2018年８月22日

（2018年８月21日）
株式　12,412 6.33

株式会社三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ

共同保有社数４社

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
2018年９月３日

（2018年８月27日）
株式　10,586 5.40

みずほ証券株式会社

共同保有社数２社
東京都千代田区大手町１丁目５番１号

2018年７月23日

（2018年７月13日）
株式　10,088 5.14

アセットマネジメントＯｎｅ

株式会社

共同保有社数２社

東京都千代田区丸の内１丁目８番２号
2018年６月22日

（2018年６月15日）
株式 　9,774 4.98

ドイツ証券株式会社

共同保有社数３社
東京都千代田区永田町２丁目11番１号

2018年６月７日

（2018年５月31日）
株式 　7,857 4.01

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
　普通株式

2,299,100
― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

195,799,300

 

1,957,993
―

単元未満株式
普通株式

109,686
― ―

発行済株式総数 198,208,086 ― ―

総株主の議決権 ― 1,957,993 ―

　（注）１. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含ま

れています。

２. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が23株含まれています。

 

②【自己株式等】

2018年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アルプス電気(株)
東京都大田区

雪谷大塚町１番７号
2,299,100 ― 2,299,100 1.16

計 ― 2,299,100 ― 2,299,100 1.16

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令

第64号)に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2018年７月１日から2018年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。なお、新日本有限責任監査法人は2018年

７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 121,554 119,324

受取手形及び売掛金 160,107 169,923

商品及び製品 59,693 63,125

仕掛品 11,496 11,385

原材料及び貯蔵品 24,936 28,619

その他 22,955 24,319

貸倒引当金 △436 △313

流動資産合計 400,307 416,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 134,447 137,881

減価償却累計額及び減損損失累計額 △95,739 △96,222

建物及び構築物（純額） 38,708 41,658

機械装置及び運搬具 232,870 244,763

減価償却累計額及び減損損失累計額 △163,616 △169,322

機械装置及び運搬具（純額） 69,254 75,440

工具器具備品及び金型 136,845 137,956

減価償却累計額及び減損損失累計額 △116,956 △116,798

工具器具備品及び金型（純額） 19,888 21,157

土地 30,574 31,209

建設仮勘定 27,465 20,162

有形固定資産合計 185,891 189,628

無形固定資産 18,572 21,313

投資その他の資産   

投資有価証券 25,261 24,788

繰延税金資産 17,469 17,197

退職給付に係る資産 46 40

その他 25,048 24,978

貸倒引当金 △2,722 △978

投資その他の資産合計 65,103 66,026

固定資産合計 269,567 276,967

資産合計 669,874 693,354
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 73,764 86,036

短期借入金 36,810 40,289

未払費用 18,151 18,614

未払法人税等 7,602 7,388

賞与引当金 11,991 11,823

製品保証引当金 6,960 8,064

その他の引当金 512 461

その他 41,867 30,313

流動負債合計 197,660 202,993

固定負債   

長期借入金 33,610 35,557

繰延税金負債 2,646 2,001

退職給付に係る負債 14,262 13,685

環境対策費用引当金 590 590

その他の引当金 223 213

その他 5,008 5,173

固定負債合計 56,341 57,221

負債合計 254,001 260,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 38,730 38,730

資本剰余金 56,065 56,063

利益剰余金 213,790 227,272

自己株式 △3,497 △3,490

株主資本合計 305,088 318,575

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,734 4,605

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 △505 △496

為替換算調整勘定 △5,339 △4,916

退職給付に係る調整累計額 △2,800 △2,699

その他の包括利益累計額合計 △3,912 △3,507

新株予約権 333 346

非支配株主持分 114,362 117,724

純資産合計 415,872 433,139

負債純資産合計 669,874 693,354
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

売上高 410,143 423,345

売上原価 322,983 336,520

売上総利益 87,159 86,824

販売費及び一般管理費 ※ 56,596 ※ 56,646

営業利益 30,563 30,178

営業外収益   

受取利息 262 306

受取配当金 217 234

為替差益 592 307

雑収入 722 555

営業外収益合計 1,794 1,403

営業外費用   

支払利息 318 588

持分法による投資損失 187 267

支払手数料 1,154 1,102

雑支出 651 651

営業外費用合計 2,312 2,609

経常利益 30,046 28,972

特別利益   

固定資産売却益 308 58

その他 45 23

特別利益合計 354 82

特別損失   

固定資産除売却損 89 115

事業構造改善費用 11 50

その他 14 10

特別損失合計 114 176

税金等調整前四半期純利益 30,285 28,878

法人税、住民税及び事業税 5,869 7,562

法人税等調整額 △3,234 △374

法人税等合計 2,634 7,187

四半期純利益 27,651 21,690

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 24,856 17,411

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,795 4,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 298 △246

繰延ヘッジ損益 △13 2

為替換算調整勘定 6,241 845

退職給付に係る調整額 211 437

持分法適用会社に対する持分相当額 △49 30

その他の包括利益合計 6,689 1,068

四半期包括利益 34,341 22,758

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,651 18,186

非支配株主に係る四半期包括利益 4,689 4,572
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 30,285 28,878

減価償却費 15,651 21,319

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 △1,863

売上債権の増減額（△は増加） △16,073 △7,939

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,824 △5,914

仕入債務の増減額（△は減少） 4,032 11,373

その他 △174 △1,734

小計 23,918 44,119

利息及び配当金の受取額 662 700

利息の支払額 △332 △534

法人税等の支払額 △7,244 △7,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,004 36,370

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △516 △3,131

有形固定資産の取得による支出 △29,426 △31,151

無形固定資産の取得による支出 △2,851 △4,312

出資金の払込による支出 △0 △3,303

その他 873 91

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,921 △41,807

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 9,485 △942

長期借入れによる収入 5,371 7,127

配当金の支払額 △2,938 △3,918

非支配株主への配当金の支払額 △1,278 △1,235

その他 △839 △516

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,799 515

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,757 80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,359 △4,840

現金及び現金同等物の期首残高 117,991 120,778

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 115,632 ※ 115,938
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しています。

 

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2017年４月１日
　　至 2017年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日

　　至 2018年９月30日）

給与手当及び賞与金 18,692百万円 18,249百万円

開発研究費 9,710　〃 9,348　〃

支払手数料 5,143　〃 7,510　〃

賞与引当金繰入額 2,710　〃 2,692　〃

製品保証引当金繰入額 913　〃 1,466　〃

退職給付費用 670　〃 415　〃

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

とおりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

現金及び預金勘定 116,417百万円 119,324百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △784　〃 △3,386　〃

現金及び現金同等物 115,632　〃 115,938　〃
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年９月30日）

　１．配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月23日

定時株主総会
普通株式 2,938 15.00 2017年３月31日 2017年６月26日 利益剰余金

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年10月30日

取締役会
普通株式 3,330 17.00 2017年９月30日 2017年11月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）

　１．配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月22日

定時株主総会
普通株式 3,918 20.00 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年10月30日

取締役会
普通株式 4,897 25.00 2018年９月30日 2018年11月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

財務諸表

計上額

（注)３
 

電子部品

事業

車載情報

機器事業
物流事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 250,361 122,266 31,637 404,265 5,878 410,143 － 410,143

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,906 3,996 20,100 30,003 6,710 36,714 △36,714 －

計 256,268 126,262 51,738 434,269 12,589 446,858 △36,714 410,143

セグメント利益 24,887 3,781 2,314 30,983 814 31,798 △1,235 30,563

         (注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システムの開発、オフィス

 　               サービス、金融・リース事業等を含んでいます。

 　          ２　セグメント利益の調整額△1,235百万円は、連結に伴う組替調整額及びセグメント間取引消去です。

　            ３　セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　金額的重要性が低いため、記載を省略しています。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

財務諸表

計上額

（注)３
 

電子部品

事業

車載情報

機器事業
物流事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 241,171 143,418 32,844 417,434 5,911 423,345 － 423,345

セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,155 3,738 19,460 30,354 7,390 37,744 △37,744 －

計 248,326 147,157 52,304 447,788 13,302 461,090 △37,744 423,345

セグメント利益 19,893 7,637 2,006 29,538 658 30,196 △18 30,178

         (注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システムの開発、オフィス

 　               サービス、金融・リース事業等を含んでいます。

 　          ２　セグメント利益の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去です。

　            ３　セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　金額的重要性が低いため、記載を省略しています。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

（1）１株当たり四半期純利益 126円88銭 88円88銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
24,856 17,411

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
24,856 17,411

普通株式の期中平均株式数（千株） 195,904 195,907

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 126円84銭 88円84銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 64 78

（うち、新株予約権） （64） （78）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　2018年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

（１）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,897百万円

（２）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　25円00銭

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　2018年11月30日

　　（注）2018年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年11月８日

アルプス電気株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原科　博文　　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鶴田　純一郎　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 脇野　守　　　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルプス電気株

式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルプス電気株式会社及び連結子会社の2018年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※　１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しています。

　　　２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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